
公 売 公 告 第  ５  号
令和 ５ 年 ８ 月 ２５ 日

　　　　　　　　　　太田市長　　　　　清　水　聖　義　　　　印

不動産

別紙１のとおり

令和　５年　８月２５日（金）午後　１時　から　令和　５年　９月　６日（水）午後１１時　まで

令和　５年　９月１２日（火）午後　１時　から　令和　５年　９月１９日（火）午後　１時　まで

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上

入札方式（売却区分ごとに売却する。）

令和　５年１０月１０日（火）　午前１０時

令和　５年１０月１０日（火）　午後２時３０分まで

別紙１のとおり

別紙１のとおり

公　　売　　公　　告　　兼　　見　　積　　価　　額　　公　　告

国税徴収法第９５条の規定により差押財産を公売することを公告します。
国税徴収法第９９条の規定により見積価額を公告します。

公 売 財 産 の 種 類

公 売 財 産 の 表 示

公売参加申込期間

入 札 期 間

公 売 の 場 所

公 売 の 方 法

売 却 決 定 日 時

売 却 決 定 場 所
太田市役所　総務部　収納課
（紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上）

買 受 代 金 の
納 付 期 限

見 積 価 額

公 売 保 証 金

配 当 を 受 け る 権 利
の 申 し 出

　この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権・抵当権・先取特権・留置権等の権利
を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書により、その内容を太田市役所　総
務部　収納課に申し出てください。

買 受 人 の 資 格
そ の 他 の 要 件

次のいずれかに該当する方は、公売へ参加すること及び財産を買い受けることができません。
１　国税徴収法第９２条又は同法第１０８条第１項に該当する方
２　太田市が定めるインターネット公売ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライ
ンの内容を承諾せず、順守できない方
３　公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格を有していな
い方
４　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方
５　太田市暴力団排除条例第２条に規定する「暴力団」、「暴力団員」又は「暴力団員等」に該当する方
６　１８歳未満の方（ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除く。）
７　日本語を完全に理解できない方（ただし、その代理人が日本語を理解できる場合を除く。）
８　日本国内に住所、連絡先がいずれもない方（ただし、その代理人が日本国内に住所又は連絡先がある
場合を除く。）　

そ の 他 の 事 項

１　公売財産の買受申込をしようとする方（以下「入札者等」という。）は、公売参加申込期間に所定の公売
参加申込手続が必要です。
２　公売保証金の納付を要する公売財産についての買受申込は、その納付後でなければできません。
３　入札には、暴力団等に該当しないこと等の陳述書等の提出が必要です。入札開始２開庁日前までに
陳述書等の提出がない場合は、入札等をすることができません。
４　入札は、一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者等の都合による取消し又は変更ができませ
んのでご注意ください。
５　入札価格が見積価額以上でかつ最高価額で入札した者を最高価申込者に決定し、売却決定を行い
ます。
６　最高価申込者の売却決定は、買受申込の金額により行います。
７　公売財産の引渡しは、引渡しのときの現状有姿で行います。
８　権利移転の時期は、買受人が買受代金を全額納付したときとします。ただし、公売財産を買い受ける
ために関係機関の承認や許可等が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移
転の効力が生じます。
９　公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。したがって、その後に発
生した財産の棄損、焼失等による損害は買受人の負担となります。
１０　権利移転に費用を要する場合、その費用は買受人の負担となります。
１１　最高価申込者の決定前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたとき、その他必要と
認めるときは、公売を中止します。
１２　買受代金の納付前に公売財産に係る滞納金額の完納の事実が確認されたときは、最高価申込者の
決定又は売却決定を取り消します。
１３　買受代金を買受代金納付期限までに納付しないときは、売却決定を取り消し、公売保証金の納付が
ある場合、公売保証金は没収となります。
１４　 紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム等の不具合等により公売を中
止することがあります。
１５　太田市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任を負いません。
１６　公売公告時においては、適格請求書（インボイス）の交付の可否が不明なため、公売公告後、買受代
金納付期限までに交付が可能なことが判明し、買受人から交付請求があった場合は、適格証明書（インボ
イス）として課税財産売却証明書を交付します。



見 積 価 額
公 売 保 証 金

別紙１

金９，８７０，０００円
金９９０，０００円

公売財産１

(土地の表示)　不動産番号：０７０２０００１０３２９５

所　　　在：太田市市場町

地　　　番：１１４２番２

地　　　目：雑種地

地　　　積：６５３平方メートル

公売財産２

(土地の表示)　不動産番号：０７０２０００１０３２９８

所　　　在：太田市市場町

地　　　番：１１４２番５

地　　　目：雑種地

地　　　積：４１３平方メートル

公売財産３

(土地の表示)　不動産番号：０７０２０００１０３３０５

所　　　在：太田市市場町

地　　　番：１１４２番１３

地　　　目：雑種地

地　　　積：２４３平方メートル

公売財産４

(土地の表示)　不動産番号：０７０２０００１０３３０６

所　　　在：太田市市場町

地　　　番：１１４２番１４

地　　　目：雑種地

地　　　積：２５０平方メートル

１．交通、最寄りの駅など

・JR両毛線「山前」駅から南方へ約１．９ｋｍ

・北関東自動車道「太田・桐生」ICから北東方へ約２．４ｋｍ

・太田市立毛里田小学校　約２．１ｋｍ

２．物件の概況

都市計画地域：市街化区域

用途地域：第１種住居地域

建ぺい率：６０％

容積率：２００％

地勢など：間口約５３．４ｍ・奥行約２９．２ｍのほぼ平坦な不整形の中間画地　

接道状況：東側街路、認定幅員約３．０ｍ（現況幅員約４．０ｍ）の舗装市道、太田市場道原

　３８０号線【建築基準法４２条１項１号道路】に接道
　

３．供給処理施設

上水道：なし

下水道：なし

都市ガス：なし

４.現況

・産業廃棄物収集・運搬会社の敷地の一部として利用されています。

1．公売財産１～４上に、産業廃棄物収集・運搬会社所有の多数の動産等が存在しますが、

　　全て公売対象外になります。

２．公売物件１～４は以下の内容で賃貸されています。

　　・賃借人：産業廃棄物収集・運搬会社

　　・賃貸借契約期間：令和５年１月～令和１５年１２月末

　　・月額支払賃料：７０，０００円(非課税)

　　※落札後、上記内容で買受人と賃借人が現契約内容のとおり、新たに賃貸借契約を

　　　 締結することになります。

３．浸水想定区域(３．０～５．０ｍ)及び家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。

４．土壌汚染に関する専門的調査は行っていません。

５．地下埋設物の残存に関する専門的調査は行っていません。

　　　太田市役所　総務部　収納課

　　　電話　０２７６－４７－１９３５（直通）

売 却 区 分 番 号 太５－４

問 合 せ 先

不 動 産 の 表 示
(不動産登記簿の表示による)

不 動 産 の 概 要

特　記　事　項


